
医療費等分析の実施要領
〔 参 考 〕

○対象とした医療費データ

・奈良県の市町村国民健康保険及び後期高齢者医療制度にかかる平成２０年５月～平成２１年４月処理分レセプト

データ7,961,757件。（平成２０年４月～平成２１年３月診療分以外のレセプト（過年度診療・月遅れ請求分）を除く。）

・医科・歯科・調剤・訪問看護療養費・柔整のレセプトを対象。

○被保険者数

・市町村国民健康保険の被保険者数は、「国民健康保険実態調査（厚生労働省）」（９月３０日現在）で把握。

・後期高齢者医療制度の被保険者数は、「後期高齢者医療制度実態調査（厚生労働省）」（９月３０日現在）で把握。

○受診者数

・平成２０年度（４月診療～３月診療）の間に一度でも受診した被保険者を集計。

・複数受診している者について名寄せを行い、受診者数を把握。

・年齢は平成２1年９月３０日時点で把握。レセプトの生年月日欄が空欄の場合や、国保で７６歳以上の者、後期高齢者

で６４歳以下の者は「不明」として処理。

○疾病分類

・医科レセプトに記載されている主病名の小分類コードを社会保険表章用疾病分類（119分類又は19分類）に置き換えて

分類。但し、小分類コードが空欄のものは「不明」として処理。（別添参照）

○地域分類

・平野部（東部山間部、南部山間部以外の市町村）、東部山間部（宇陀市、山添村、曽爾村、御杖村）、南部山間部（南和

医療圏）で地域分類。


